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証券コード　5162
2021年６月３日

株 主 の 皆 様 へ
埼玉県さいたま市大宮区土手町二丁目７番２

代表取締役社長 渡 邉 　 陽 一 郎

第51回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。
　さて、当社第51回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し
あげます。
　なお、新型コロナウイルスの感染予防及び拡散防止のため、株主の皆様におか
れましては、可能な限り郵送にて議決権行使書による議決権の行使をお願い申し
あげます。お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2021年６月22日（火曜日）
午後６時までに到着するようご送付いただきますようお願い申しあげます。

敬具
記

１．日 時 2021年６月23日（水曜日）　午前10時
２．場 所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目７番地５

　パレスホテル大宮　４階　ローズルーム
　（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目的事項
報告事項 １．第51期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業

報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査
等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第51期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）計算
書類の内容報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

以　上
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　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。

　連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表につきましては、法令及
び 定 款 の 定 め に よ り 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ホ ー ム ペ ー ジ
（https://www.asahi-rubber.co.jp）に掲載しており、本招集ご通知の提供書
面には記載しておりません。従いまして、会計監査人及び監査等委員会が監査し
た連結計算書類及び計算書類は、本招集ご通知の提供書面の他、当社ホームペー
ジに掲載した連結注記表及び個別注記表も含まれております。

　株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類の記載事項を修正す
る必要が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.asahi-rubber.co.jp)に掲載いたしますのでご了承ください。

株主総会ご出席における新型コロナウイルス感染防止対応へのお願い

①株主総会に出席する取締役及び運営スタッフはマスクを着用させていただ
きます。

②会場には、手指消毒用のアルコールを設置いたします。

③ご出席の株主様はマスク着用など感染予防にご配慮をお願いいたします。

④当日、株主様の体温を確認させていただき、37.5度以上の発熱が確認され
るなど体調不良と見受けられる場合は、ご入場を制限させていただくこと
がございます。

⑤本株主総会会場において、感染予防のため間隔をあけた座席配置などを予
定しており、例年よりも座席数が大幅に減少する見込みです。

⑥株主総会の議事は円滑かつ効率的に行なうことで、例年よりも短時間で運
営する予定ですので、ご理解並びにご協力をお願いいたします。

⑦新型コロナウイルスの接触感染のリスクを減らすため、ご出席の株主様へ
のお土産のご用意はございません。また、株主総会後の懇親会も実施いた
しません。

－ 2 －

株主各位



2021/05/27 10:06:07 / 20699961_株式会社朝日ラバー_招集通知（Ｆ）

（提供書面）

事　 業　 報　 告

（2020年 4 月 1 日から
2021年 3 月31日まで）

１．企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
 当社グループでは「私たちは人を豊かにしてグローバル社会貢献度が高い
技術会社になる」ことを未来に通ずる姿とし、2030年を見据えたビジョ
ンを「AR-2030 VISION」として定めております。この「AR-2030 
VISION」の実現に向けて、2020年４月から第13次三ヵ年中期経営計画
をスタートし、中期経営方針として「誠実で機敏な対応力で岩盤を築き質
的に成長する」を掲げ、「求められる期待」に素早く応えて「多くの信頼」
が得られる行動やステークホルダーとの絆を強くする活発な行動を実践し、
繰り返し経験と実績を積み上げながらグローバルな経済環境のもとで持続
的な成長を果たしていくために質的な成長を目指しております。
　当社グループの重点事業分野を光学事業、医療・ライフサイエンス事業、
機能事業、通信事業の４つとし、事業展開を進めるうえで、独自の競争力
の源泉となるコア技術である「色と光のコントロール技術」「素材変性技
術」「表面改質およびマイクロ加工技術」に、それぞれの事業分野に成長
のキーワードとなる視点を加えて、ゴムが有する無限の可能性をさらに進
化をさせる活動を進めております。
　光学事業では新たに光学設計受託ビジネスを始めました。設計段階から
レンズ製品開発に携わることで、提案力と競争力の向上、そして素早くお
客様のニーズに応えてまいります。次に機能事業・再生可能エネルギー分
野では風力発電等技術研究開発など、脱炭素社会への貢献を目指して実用
化に向けた実証実験を行い、信頼性確保に向けた研究開発を継続して進め
ております。そして研究成果として、医療・ライフサイエンス事業に応用
が期待できる「シリコーンゴムの超親水性処理技術」を開発しました。こ
れからもコア技術を高めて事業の成長を促してまいります。
　また福島県白河市にある白河工場で、自動車産業の国際的な品質マネジ
メント規格であるIATF16949の認証を取得しました。白河工場では自動
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車内装照明用のASA COLOR LEDの生産をしており、製品や技術が自動車
向けの厳しい品質マネジメントを実施していることを世界中のお客様に認
識いただきながら、グローバルな新規顧客開拓と継続した品質改善を加速
させていきます。
　当連結会計年度における事業環境は、新型コロナウイルス感染症拡大に
よる影響により、世界経済は不透明な状況が続いております。わが国にお
いても引き続き警戒域で推移しており、事業活動に様々な制約を受けまし
た。この中で当社グループは、当期方針に「もっと好奇心を高めて深化・
進化・新化しよう」を掲げ、お客様に密着しながら事業が貢献する機会を
増やす活動に資源を集中し、各重点事業分野への施策遂行を積極的に進め
てまいりました。なお当社の連結子会社である東莞朝日精密橡膠製品有限
公司で発生した事象について、速やかに社内調査委員会を立上げ、原因の
特定や連結財務諸表への影響額の評価を行い、当連結決算会計期間の第２
四半期決算の訂正を行っております。
　この結果、当連結会計年度の業績は、連結売上高は64億８千７百万円
（前期比13.4％減）となりました。利益面では、新型コロナウイルス感染
症拡大の影響により工業用ゴム事業の業績が前期を大きく下回ったことか
ら、連結営業損失は９千２百万円（前期は営業利益３億２千５百万円）と
なりました。連結経常利益は補助金収入の計上があったことにより１千８
百万円（前期比94.7％減）、保有有価証券の売却益があったことから、親
会社株主に帰属する当期純利益は１億１千３百万円（前期比10.2％減）と
なりました。
　セグメント別の経営成績は、次のとおりです。
[工業用ゴム事業]
　工業用ゴム事業では、第２四半期までは自動車向け製品全般、卓球ラケ
ット用ラバー、RFIDタグ用ゴム製品などの売上高が、新型コロナウイルス
感染症拡大の影響を大きく受けて減少しておりましたが、第３四半期以降
は経済環境が好転し始めていることを受けて自動車向け製品全般の受注は
回復傾向となりました。また卓球ラケット用ラバーにおいても活動の再開
によって徐々に受注は回復し始めました。
　この結果、工業用ゴム事業の連結売上高は53億３千６百万円（前期比
15.0％減）となりました。またセグメント利益は１億２千１百万円（前期
比72.8％減）となりました。
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[医療・衛生用ゴム事業]
　医療・衛生用ゴム事業では、第３四半期より新型コロナウイルス感染症
の影響で医療診断の変化等による在庫調整の影響を受けてプレフィルドシ
リンジガスケット製品の受注減少がありました。採血用・薬液混注用ゴム
製品の受注は堅調に推移いたしました。
　この結果、医療・衛生用ゴム事業の連結売上高は11億５千１百万円（前
期比5.1％減）となりました。セグメント利益は１億１千２百万円（前期比
40.0％減）となりました。

②　設備投資の状況
　当連結会計年度の設備投資は、総額２億６千６百万円であります。その
主なものは工業用ゴム事業に係る生産設備増強、省力化投資等の実施によ
り１億６千７百万円、医療・衛生用ゴム事業に係る生産設備増強、省力化
投資等の実施により７千６百万円であります。

③　資金調達の状況
　所要資金は、自己資金及び金融機関からの借入によって調達いたしまし
た。また、資金調達の機動性確保及び資金効率の改善等を目的に、主要取
引金融機関と10億円のコミットメントライン契約を締結しております。
これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は10億円であ
ります。
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⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況
企業集団の財産及び損益の状況

区　　別
第48期

2017年 4 月 1 日から
2018年 3 月31日まで

第49期
2018年 4 月 1 日から
2019年 3 月31日まで

第50期
2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで

第51期(当期)
2020年 4 月 1 日から
2021年 3 月31日まで

売 上 高(百万円) 7,534 7,706 7,489 6,487
経 常 利 益(百万円) 589 508 346 18
親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益(百万円) 459 352 126 113

１株当たり当期純利益 (円) 101.98 77.97 27.91 25.06

総 資 産(百万円) 10,508 10,449 10,395 10,341
純 資 産(百万円) 4,324 4,471 4,456 4,430
１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 958.48 987.28 979.90 976.73

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社との関係

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当 社 の
議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

千米ドル ％
ARI INTERNATIONAL CORPORATION 200 100 工業用ゴム製品の販売

千円
株式会社朝日ＦＲ研究所 10,000 100 ゴム及びプラスチックに関

する研究開発の受託
千香港ドル

朝日橡膠（香港）有限公司 19,700 100 工業用ゴム製品の販売
千人民元

東莞朝日精密橡膠制品有限公司 17,551 100 工業用ゴム製品の製造、販
売

千円
朝日科技（上海）有限公司 50,000 100 工業用ゴム製品の開発、設

計、販売
（注）議決権比率は子会社による間接所有を含んでおります。
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⑷　対処すべき課題
昨年から、世界中に広がっている新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため、日夜、医療活動に従事していただいている関係者の皆様、また生活を
破綻させないようライフラインの維持に関わっていただいている皆様にお
かれましては、全社をおいて感謝申しあげます。
　昨年前半は世界規模の経済活動が大きく減速いたしましたが、各国での絶
え間ない工夫と対応が続けられ、市場によっては徐々に回復の兆しが見られ
ます。感染症の拡大防止から抑制を経て経済成長への取り組みが、あらゆる
業界で続けられています。
　このような環境のもと、当社は、2030年を見据えたビジョンを
「AR-2030 VISION」として定め、その行動指針は、「ステークホルダー・
エンゲージメントを高める」としています。会社は社会のためにあること、
また持続的に社会の責任を果たして社会に貢献できる企業であり続けるこ
とを常に考えていきます。そして私たちを取り巻くすべてのステークホル
ダーとの対話を通じて、企業価値を高めていきます。
　この「AR-2030 VISION」の実現に向けて、最初のステージの2023年3
月期までの2020年４月～2023年３月を第13次中期三ヵ年の経営計画を
策定し、その基本方針は、「誠実で機敏な対応力で岩盤を築き質的に成長す
る。」としています。
　中期経営戦略は、「事業が貢献する機会を増やし密着して、素早く課題を
解決する技術で経験と実績を積み重ねる」「CSR／ESG経営へ進化させる」
といたしました。当社グループの強みである朝日ラバーらしさを継続して
磨き、成長させていく上で、求められる期待に素早く応えて多くの信頼が得
られる行動やステークホルダーとの絆を強くする活発な行動を実践し、繰り
返し経験と実績を積み上げながらグローバルな経済環境のもとで持続的な
成長を果たしていくために質的な成長を目指します。
　業績目標は、連結売上高80億～90億円、利益指標については、売上高に
影響を及ぼす市場環境の変化に対応しながらも、質的成長を目指すことか
ら、連結営業利益率８％以上といたしました。
　当社グループの重点事業分野を光学事業、医療・ライフサイエンス事業、
機能事業、通信事業の４つに分け、それぞれの製品群を成長させるコア技
術、工場の役割を整理し、これまでに整えてきた生産環境を最大限に生かす
取り組みを進めてまいります。事業展開を進めるうえで、独自の競争力の源
泉となるコア技術である「色と光のコントロール技術」「素材変性技術」
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「表面改質およびマイクロ加工技術」に、それぞれの事業分野の成長のキー
ワードとなる視点を加えて、さらに進化させてまいります。
　新製品・開発製品の市場供給と新規顧客開拓、顧客満足の追求は、当社グ
ループが継続して取り組む事業方針です。新型コロナウイルス感染症の拡
大により、従来の手法によるお客様への密着活動や新製品・開発製品の市場
供給活動ができなくなる一方で、WEBツールによるコミュニケーションや
動画など新しい手法で取り組んできたPR活動は、あらためて当社の技術の
優位性の認識とお客様が求めている課題解決の道筋を再確認する機会とな
りました。3Dプリンタ導入によるサンプル提供のスピードアップや生産設
備の稼働効率を上げる活動など、絶え間ない改善活動と創意工夫を続けてい
く活動を続けています。

当社グループの連携した活動が、企業価値を高めていく重要な位置づけ
となっていますが、昨年、海外子会社の棚卸資産の過大計上が発見され、当
連結決算会計期間の第２四半期決算を訂正することとなり、株主の皆様をは
じめ、関係する皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけいたしました。従業員
による不正ではないものの、現場の従業員、管理職、経営陣の問題意識の気
づきと情報共有が遅れたことにより、当社グループのガバナンス体制に大き
な課題があることを認識することとなりました。再発防止として、会計シス
テムの正確な理解および現物管理と数値管理の正確な運用の徹底、当該子会
社における責任体制の明確化と連携の強化、当該子会社の管理部門の情報共
有化の仕組みづくりと連携の強化と問題発生時の迅速な伝達体制の構築、当
社による海外子会社管理体制の強化と情報共有の仕組みづくりを掲げ、それ
ぞれ具体的対策に着手しています。当社においても、ルールの徹底と順守体
制を進めてまいります。

当社グループを構成する岩盤は、市場やお客様とのつながり、コア技術、
そしてそれらを実現する一人ひとりの従業員です。市場やお客様とのつな
がりをさらに太く、グローバルに広く築いていく。そこで集めたニーズを実
現するゴムのコア技術をさらに磨き、鍛えていく。こうした活動を継続して
いくためにはそれぞれの従業員の働く環境を整えて、やりがいを持って活躍
していただく。これにより企業価値の質を高めていくことで、さらなる成長
につなげていきたいと考えています。
　私たちは、「個性を尊重し特徴ある企業に高めよう。豊かな人間関係、生
活の向上を目指し社会に奉仕しよう。」という当社の社訓を心に刻み、さら
に次の世代へとつなげていきます。
　株主の皆様におかれましては、今後もより一層のご支援を賜りますようお
願い申しあげます。

－ 8 －
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⑸　主要な事業内容（2021年３月31日現在）
　当社グループは車載用機器、電子・電気機器、産業機器、スポーツ用品等
に使用される工業用ゴム製品、医療機器等に使用される医療・衛生用ゴム製
品の製造販売を主要な事業としております。

主 要 事 業

工 業 用 ゴ ム 事 業

医 療 ・ 衛 生 用 ゴ ム 事 業

⑹　主要な営業所及び工場 （2021年３月31日現在）
①　当社

本 社：埼玉県さいたま市大宮区土手町二丁目７番２
福 島 工 場：福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字坊頭窪１番地
第二福島工場：福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字山崎山１番地３
白 河 工 場：福島県白河市萱根月ノ入１番地21
白河第二工場：福島県白河市萱根月ノ入１番地21

②　子会社
ARI INTERNATIONAL CORPORATION ：アメリカ合衆国イリノイ州
株 式 会 社 朝 日 Ｆ Ｒ 研 究 所 ：埼玉県さいたま市大宮区
朝 日 橡 膠 （ 香 港 ） 有 限 公 司 ：中国香港
東莞朝日精密橡膠制品有限公司 ：中国広東省東莞市
朝 日 科 技 （ 上 海 ） 有 限 公 司 ：中国上海市

－ 9 －
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 ⑺　従業員の状況（2021年３月31日現在）
①　企業集団の従業員の状況

セ グ メ ン ト の 名 称 従 業 員 数 前連結会計年度末比
増 減

工 業 用 ゴ ム 事 業 404 （13）名 △26 （△6）名

医 療 ・ 衛 生 用 ゴ ム 事 業 80 （0）名 6 （△1）名

全 社 （ 共 通 ） 45 （2）名 △1 （0）名

合 計 529 （15）名 △21 （△7）名

（注）１．従業員数は就業員数であり、臨時雇用者数（準社員、嘱託、パートタイマー）は年間
の平均人員を（ ）内に外数で記載しております。

２．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない
研究部門及び管理部門等に所属しているものであります。

②　当社の従業員の状況
区　分 従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

男 性 225 （0）名 △7 （△2）名 39.3歳 14.6年

女 性 88（13）名 2 （△3）名 39.9歳 15.5年

合計又は平均 313（13）名 △5 （△5）名 39.5歳 14.8年

(注)　従業員数は就業員数であり、当社から当社外への出向者を除き、当社外から当社への出向
者を含みます。
なお、臨時雇用者数（準社員、嘱託、パートタイマー）は年間の平均人員を（ ）内に外
数で記載しております。また、派遣社員は含んでおりません。

－ 10 －
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⑻　主要な借入先の状況（2021年３月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 919百万円

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 863

株 式 会 社 武 蔵 野 銀 行 690

株 式 会 社 東 邦 銀 行 206

株 式 会 社 埼 玉 り そ な 銀 行 184
株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 111

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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２．株式の状況（2021年３月31日現在）
⑴　発行可能株式総数 11,500,000株
⑵　発行済株式の総数 4,618,520株
⑶　株主数 3,146名
⑷　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

有 限 会 社 伊 藤 コ ー ポ レ ー シ ョ ン 477,500株 10.5％

佐 　 藤 　 尚 　 美 228,700 5.0

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 222,528 4.9

株 式 会 社 東 邦 銀 行 207,400 4.5

株 式 会 社 武 蔵 野 銀 行 196,500 4.3

朝 日 ラ バ ー 共 栄 持 株 会 174,500 3.8

朝 日 ラ バ ー 従 業 員 持 株 会 161,928 3.6

横 　 山 　 林 　 吉 133,260 2.9

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 78,000 1.7

亀 　 本 　 順 　 志 70,000 1.5

（注）持株比率は自己株式（53,076株）を控除して計算しております。なお、当該自己株式には
「取締役向け業績連動型株式報酬制度」の導入において設定した日本マスタートラスト信
託銀行株式会社（役員報酬ＢＩＰ信託口）所有の当社株式29,081株は含まれておりませ
ん。

⑸　当事業年度中に職務執行の対価として交付された株式の状況
当事業年度中に職務の執行の対価として交付された株式は、取締役（取締役会長及び監査
等委員である取締役を除く。）３名に対し、13,919株です。

３．新株予約権等の状況
⑴　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状

況（2021年３月31日現在）
　該当事項はありません。

⑵　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権
の状況
該当事項はありません。
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４．会社役員の状況
⑴　取締役の状況（2021年３月31日現在）
会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役 会 長 横 山 林 吉 株式会社朝日ＦＲ研究所取締役

代 表 取 締 役 社 長 渡　邉　陽一郎 株式会社朝日ＦＲ研究所代表取締役社長

取 締 役 田 崎 益 次 管理・光学開発担当

取 締 役 滝 田 　 充
営業・事業担当
朝日橡膠（香港）有限公司董事長
朝日科技（上海）有限公司執行董事

取 締 役
（監査等委員・常勤） 髙 木 和 久

取 締 役
（監査等委員・常勤） 馬 場 正 治

取 締 役
（監査等委員・非常勤） 筑 紫 勝 麿

（注）１．2020年６月25日開催の第50回定時株主総会において、取締役（監査等委員である
取締役を除く。）に横山林吉、渡邉陽一郎、田崎益次、滝田充の４氏が選任され、そ
れぞれ就任いたしました。

２．2020年６月25日開催の第50回定時株主総会において、監査等委員である取締役に、
髙木和久、馬場正治、筑紫勝麿の３氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

３．監査等委員である取締役　馬場正治氏及び筑紫勝麿氏は社外取締役であります。
４．情報収集の充実を図り、内部監査部門との十分な連携を通じて、監査の実効性を高

め、監査・監督機能を強化するために、髙木和久、馬場正治の両氏を常勤の監査等委
員として選定しております。

５．当社は、監査等委員である取締役　馬場正治氏及び筑紫勝麿氏を株式会社東京証券取
引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

６．監査等委員である取締役　筑紫勝麿氏は、旧大蔵省等での財務・会計業務に長年にわ
たって携わられてきたことなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており
ます。

⑵　責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項
の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としており
ます。

⑶　取締役の報酬等
①　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

　当社は、2021年２月25日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取
締役を除く。以下、「取締役」という。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を
決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容につい
て監査等委員会へ諮問し、答申を受けております。

－ 13 －
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　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の
内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、
監査等委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿う
ものであると判断しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

１．基本方針
　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分
に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際し
ては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、業務
執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、株式報酬としての業績連動報酬等
により構成し、監督機能を担う取締役会長については、その職務に鑑み、基本報酬の
みを支払うこととします。
２．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与え

る時期または条件の決定に関する方針を含む。）
　当社の取締役の基本報酬は、取締役及び監査等委員である取締役で区分して株主総
会が決定する報酬総額の範囲内で、月例の固定報酬として、他社水準及び対従業員給
与とのバランスを考慮しながら総合的に勘案して、取締役会で了承された方法により
決定します。
３．業績連動報酬等または非金銭報酬の内容および額または数の算定方法の決定に

関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）
　金銭報酬における業績連動報酬は、役員賞与として該当する期間の当社の業績に連
動して取締役会決議にて案を決定し、株主総会の決議により決定します。
　非金銭報酬における業績連動報酬は、取締役の役位及び業績目標の達成度等に応じ
て当社株式の交付を行う業績連動型株式報酬制度とします。本制度は、業務執行取締
役を対象に、取締役の報酬と当社の業績及び株主価値との連動性をより明確にし、当
社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とし
ます。業績連動報酬等は、取締役の役位に応じて当社株式の交付が行われる固定部分
と、業績目標の達成度に応じて当社株式の交付が行われる業績連動部分により構成
し、固定部分と業績連動部分の株式報酬基準額は、役位や基本報酬、報酬全体に占め
る金銭報酬と非金銭報酬の割合等を考慮して決定します。業績連動部分の短期業績
割合と中期業績割合は、本制度が中長期的な業績向上と企業価値増大に資するような
適切な割合を設定し、それらの合計値は１とします。
４．金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の

報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
　金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報
酬等の支給割合の決定方針については、一定の算式に基づき、取締役の役位や役割な
どに応じて、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合となる
よう決定します。
５．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　個人別の報酬額については、代表取締役社長がその具体的内容について提案し、監
査等委員会の意見を反映したのち、取締役会決議にて決定します。
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②　当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 員 数 報酬等の額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
金銭報酬

（基本報酬）
非金銭報酬

（業績連動株式報酬）
取締役(監査等委員を除
く ) 5名 105,871 100,203 5,668
（ う ち 社 外 取 締 役 ） （-） (－) (－) (－)
取締役（取締役会長及び
監 査 等 委 員 を 除 く ) 3名 (－) (－) (－)
（ う ち 社 外 取 締 役 ） （-） (－) (－) (－)
取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ) 4名 36,240 36,240 －
（ う ち 社 外 取 締 役 ） （2） (18,360) (18,360) (－)
合 計 9名 142,111 136,443 5,668
（ う ち 社 外 役 員 ） （2） (18,360) (18,360) (－)

（注）１．上表には、2020年６月23日開催の第50回定時株主総会終結の時をもって退任した監査等委
員１名を含んでおります。また、取締役（監査等委員を除く）および監査等委員である取締
役には、第50回定時株主総会終結の時をもって区分が異動になった１名をそれぞれ含めてお
ります。

２．当社は、2018年６月26日開催の第48回定時株主総会決議に基づき、取締役（取締役会長、
監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く）を対象に、当社の中長期的
な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報
酬制度(以下「本制度」という)を導入いたしました。本制度は、当社が信託に対して金銭を
拠出し、当該信託が当該金銭を原資として当社株式を取得し、当該信託を通じて取締役に対
して、当社が定める役員報酬ＢＩＰ信託に関する株式給付規程に従って、役位に応じて当社
株式を給付する「固定部分」と、業績目標の達成度に応じて当社株式を給付する「業績連動
部分」により構成される株式報酬制度です。

３．非金銭報酬の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は「⑶①取締役の個人別の報酬
等の内容に係る決定方針」のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は「２．
⑸当事業年度中に職務の執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載して
おります。

４．非金銭報酬である業績連動型株式報酬制度は、単年度業績見込みに連動した短期と中期計画
に連動した中期でそれぞれ連結売上高及び連結営業利益等の目標を掲げています。当該指標
を選択した理由は、当社の企業価値の向上と事業計画に対する達成度合いを測る指標として
最も有効であると判断しているからです。その算定方法は毎事業年度における業績目標の達
成度に応じた「短期業績連動ポイント」及び中期経営計画に掲げる業績目標の達成度に応じ
て算出される「中期業績連動ポイント」の算定基礎となる「中期業績基礎ポイント」を付与
し、「中期業績基礎ポイント」は毎年累積され、対象期間終了直後の６月１日に、その時点
の累積値に、対象期間における中期経営計画に掲げる業績目標の達成度に応じた業績連動係
数を乗じることにより、「中期業績連動ポイント」が算出され、原則として「短期業績連動
ポイント」の累積値、「中期業績連動ポイント」及び取締役の役位に応じた「固定ポイント」
の累計値に応じて当社株式の交付が行われます。

５．「短期業績連動係数」は毎事業年度における業績目標（連結売上高及び連結営業利益等）の
達成度に応じて変動し、また、「中期業績連動係数」は中期経営計画に掲げる業績目標（連
結売上高及び連結営業利益等)の達成度に応じて変動します。当事業年度の業績連動指標の
目標達成度は連結売上高は80％、連結営業利益は0％です。

６．非金銭報酬は当事業年度に役員株式給付引当金として費用処理した金額であり、対象となる
役員の員数は３名です。

７．金銭報酬における業績連動報酬はございません。
８．基本報酬（金銭報酬）の算定方法については、株主総会が決定する報酬総額の範囲内で、役

員報酬規程に基づき、取締役の役位、職責、会社業績への貢献度を総合的に判断し、世間水
準及び対従業員給与とのバランスを考慮して、取締役会で決定します。

－ 15 －

会社役員の状況



2021/05/27 10:06:07 / 20699961_株式会社朝日ラバー_招集通知（Ｆ）

９．取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、2016年６月21日開催の第46回定時株主総
会において、年額260,000千円以内（うち社外取締役分60,000千円以内）と決議いただい
ており、当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く。）の員数は、５名です。また
別枠で、取締役（取締役会長、監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除
く）について、2018年６月26日開催の第48回定時株主総会において、業績連動型株式報酬
額として、当初対象期間の３事業年度を対象として、合計45,000千円以内と決議いただいて
おります。当該株主総会終結時点の取締役（取締役会長及び監査等委員である取締役を除
く。）の員数は、３名です。

10．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年６月21日開催の第46回定時株主総会におい
て、年額70,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査
等委員）の員数は、３名です。

⑷　社外役員に関する事項
①　他の法人等の業務執行取締役等の兼任状況

　該当事項はありません。
②　他の法人等の社外役員の兼任状況

　該当事項はありません。
③　主要取引先等特定関係事業者との関係

　該当事項はありません。
④　当事業年度における主な活動内容及び社外取締役に期待される役割に関

して行った職務の概要
　社外取締役の馬場正治氏は、当事業年度開催した25回の取締役会のうち23回に出席し、
主に海外を含めた事業全般について、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っておりま
す。また、海外子会社の棚卸資産の過大計上事案に関する調査委員会の委員や、賞罰審査
委員会の委員となり、独立した客観的立場から発言し公平・公正な意思決定を行うにあた
り重要な役割を果たしております。
　社外取締役の筑紫勝麿氏は、当事業年度開催した25回の取締役会のうち全てに出席し、
主に財務と内部統制およびガバナンスの視点から、議案・審議等につき必要な発言を適宜
行っております。また、海外子会社の棚卸資産の過大計上事案に関する調査委員会の委員
や、賞罰審査委員会の委員となり、独立した客観的立場から発言し、公平・公正な意思決
定を行うにあたり重要な役割を果たしております。
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５．会計監査人の状況
⑴　会計監査人の名称　　　　　　東陽監査法人

⑵　会計監査人の報酬等の額
報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 32,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額 32,000千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において会社法上の会計監査人の監査に対する報
酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分していないため、当事
業年度に係る会計監査人の報酬等の額には、これらの合計額を記載しております。

　　　２．報酬等の額は、消費税等抜きの金額で記載しております。
　　　３．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見

積の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査
人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

　　　４．当社の重要な子会社のうち、朝日橡膠（香港）有限公司及び東莞朝日精密橡膠制品有
限公司並びに朝日科技（上海）有限公司については、当社の会計監査人以外の公認会
計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む）の
監査を受けております。

⑶　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要
があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容
を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会会議の目的とす
ることといたします。
　また、監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項
目に該当すると認められ、改善の見込みがないと判断した場合は、監査等委
員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会
が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、解任
の旨及びその理由を報告いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
　⑴　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、
その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以
下のとおりであります。
①　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　当社および当社グループは「誠実で健全な経営」を目指すべく、当社およ
びグループ会社の取締役の法令遵守があらゆる企業活動の前提であること
を認識し、当社グループの企業行動指針をグループ全体に周知徹底させ、取
締役会および経営会議において取締役の職務の執行状況を確認します。監
査等委員はこれらの会議に出席し取締役に対し意見を述べるなど、取締役の
職務の執行が法令および定款に適合して行われていることを確認します。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　文書管理規程に従い、取締役の職務の執行にかかる情報を文書または電子
媒体に記録し、適切に管理および保存します。また、取締役または選定監査
等委員の要求があるときは、これを閲覧に供します。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　法令遵守、環境、品質、災害、安全・衛生、情報セキュリティ等に係るリ
スクについては、定例会議の開催、規則・ガイドラインの制定、研修の実
施、マニュアルの作成・配布等を行い、事業活動に伴う重大なリスクの顕在
化を防ぎ、万一不測の事態が発生した場合には対策本部を設置し、迅速な対
応を行い、損害を最小限に止めるための体制を整えています。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制として、取締
役は月１回の定例取締役会、定例経営会議のほか必要に応じ開催し、職務の
執行に係る報告及び重要事項の決定ならびに他の取締役の業務執行状況の
監督を行います。また、取締役の職務権限と担当業務を明確にするために、
組織規程、職務権限規程、取締役会規程、稟議規程等の意思決定ルールを整
備し、適正かつ効率的に取締役の職務が執行される体制を整えています。
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⑤　会社の使用人及び子会社の取締役ならびに子会社の使用人の職務の執行
が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　当社および当社グループ会社では「誠実で健全な経営」を目指し、社会的
責任を自覚して法令や社内ルールを遵守し、企業倫理に基づいた行動に努め
ます。法令・定款違反、社内規則違反、企業倫理に反する行為等が行われて
いることを知ったときは、内部通報制度によって代表取締役社長に報告する
ことにより、コンプライアンス違反に対し適切な措置を講じます。なお、通
報者については、通報に基づく一切の不利益を排除する等の通報者の保護を
規程に明記し、透明性を維持しつつ的確な対処ができる体制を維持します。
また、内部監査部門は、各部門の業務が法令および定款ならびに社内規則に
適合して行われていることを監査において確認します。

⑥　子会社の取締役等の職務の執行に係る情報の管理および保存に関する体制
　子会社にて制定する文書管理規程に従い、子会社の取締役等の職務の執行
にかかる情報を文書または電子媒体に記録し、適切に管理および保存しま
す。また、当社取締役または当社選定監査等委員の要求があるときは、これ
を閲覧に供します。

⑦　子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　子会社においても、法令遵守、環境、品質、災害、安全・衛生、情報セキ
ュリティ等に係るリスクを抽出し、規則・ガイドラインの制定、研修の実
施、マニュアルの作成・配布等を行い、事業活動に伴う重大なリスクの顕在
化を防ぎ、万一不測の事態が発生した場合には対策本部を設置し、迅速な対
応を行い、損害を最小限に止めるための体制を整えています。また、当該子
会社または当社グループ各社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発
見した場合に、当該子会社の監査役および当社代表取締役社長に直ちに報告
する体制を整えています。

⑧　子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　子会社の取締役および業務を執行する社員の職務の執行が効率的に行わ
れることを確保する体制として、子会社の代表者は月１回の定例役員会を開
催し、当該取締役および業務を執行する社員から報告を求め、その職務の執
行状況を確認します。当該定例役員会には当社の取締役または業務を執行
する社員が参加し財務状況およびＩＴ統制の状況を確認します。また、子会
社の代表者は四半期に１回の当社の定例取締役会に出席し、職務の執行に係
る報告および重要事項の決定ならびに他の取締役の業務執行状況の報告を
行います。
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⑨　子会社の取締役及び業務を執行する社員の職務の執行に係る事項の会社
への報告に関する体制

　子会社の取締役および業務を執行する社員は、当該子会社または当社グル
ープ各社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合に、当該子
会社の監査役および当社代表取締役社長に直ちに報告する体制を整えます。
当社の監査等委員会は必要に応じて子会社の取締役および使用人ならびに
監査役に対し報告を求めることができます。

⑩　監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項及びそ
の指示の実効性の確保に関する事項

　監査等委員会の職務を補助すべき部署として内部監査室のほか、監査等委
員会より要請があった場合には、適切な人員配置を速やかに行います。監査
等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動・人事評価については監査等
委員会の事前承認を得るものとします。内部監査室は、いずれの部門にも属
さず、代表取締役社長直轄の部門とします。

⑪　前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
　監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた従業員はその命令に関
して、取締役等の指揮命令を受けないものとします。ただし、監査等委員会
より与えられた命令を実行するにあたり、従業員の本来業務に支障が生じる
と判断される場合は、取締役と監査等委員会の協議により解決するものとし
ます。

⑫　会社の取締役及び使用人が会社の監査等委員会に報告するための体制
　当社の取締役および業務を執行する社員は、当社または当社グループ各社
に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合には、直接またはメ
ールにて、その状況をいつでも監査等委員に報告することができ、報告をう
けた監査等委員はただちに他の監査等委員全員で情報を共有させ、その対策
を検討し、当社取締役または代表取締役に適切に処置を執るよう要請するこ
とができます。
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⑬　会社の子会社の取締役及び業務を執行する社員から報告を受けた者が会
社の監査等委員会に報告するための体制

　子会社の取締役および業務を執行する社員は、当該子会社または当社グル
ープ各社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合には、第６
号に定める報告方法以外に、いつでも当社の取締役および社員に当該事項を
報告することができます。当該報告を受けた者は、直接またはメールにて、
その状況をいつでも監査等委員に報告することができ、報告を受けた監査等
委員はただちに他の監査等委員全員で情報を共有させ、その対策を検討し、
当社取締役または代表取締役に適切に処置を執るよう要請することができ
ます。

⑭　第12号及び第13号の報告をした者が報告したことを理由として不利な
取扱いを受けないことを確保する体制

　第12号及び第13号に定める報告者に対し、報告を行ったことを理由とし
た不利になる取扱いを行わない旨を「コンプライアンス管理規程」に定め、
これを徹底します。

⑮　監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は債務の処理に係
る方針

　監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その
他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理は、監査等委員から
の申請に基づき適切に行います。

⑯　監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査等委員全員が取締役会に出席するほか、監査等委員会の長は経営会議
等の重要会議に出席し、取締役の職務執行に対して厳格な監督を行い、稟議
書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ取締役にその説
明を求めます。また、監査等委員会は、当社の会計監査人から会計監査内容
について説明を受けるとともに、情報の交換を定期的に行うなど連携を図り
ます。

⑰　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制
　当社および当社グループ会社は、反社会的勢力からの不当要求に対し毅然
とした態度で対応し、資金の提供および便宜供与等の不当要求に屈すること
なく、これを断固として謝絶します。反社会的勢力からの不当要求があった
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場合には、外部機関（警察、顧問弁護士等）と連携して組織的に取組み、法
令等に則して対処します。

⑱　財務報告の信頼性を確保するための体制
　当社および当社グループ会社は、金融商品取引法に基づく内部統制報告制
度への対応を、企業基盤強化のインフラ整備の一環として位置づけ、組織の
業務全体に係わる財務情報を集約したものである財務報告の信頼性を確保
するために、当該財務報告に係わる内部統制の有効性かつ効率的な整備およ
び評価を行います。

　⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
①事業年度における内部統制システム

　当社は、「内部統制システムに係る基本方針」に基づき、当社及び子会社
の内部統制システムを整備し運用しております。
　当事業年度の開始時には、経営方針説明会を従業員向けに実施し、経営方
針と経営方針を受けた各部署の方針等を説明しています。また、その内容を
冊子にまとめて全従業員に配布し、認識の統一化を図っております。
　期中においては、毎月月初に月例報告会を開き、代表取締役社長が全従業
員に向けて経営課題と取組指針を発表し、また、業務の適正な運用の実行を
適宜行っております。下期開始時には重点取組説明会を開き、当事業年度の
実施状況を踏まえて、下期に重点を置いて取り組む内容を発表して意識の確
認と統一化を図っております。

②リスク管理
　損失の危険の管理に対する体制として、リスクマネジメント会議を運用し、
当社及び当社グループ子会社が直面するリスクの洗い出しと評価・分析を行
い、優先順位を決めて各部署、会議体・委員会によるリスクの回避・低減・
移転・受容などの統制を進めております。
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③法令順守の意識向上
　法令遵守の意識を高めるため、各業務の専門知識に加え、法令や社会規範
を紹介し、社会に貢献できる会社の従業員として行動できるよう、当社の行
動規範をまとめてコンプライアンス・ハンドブックとして冊子化し、当社及
び当社グループの全従業員に配布しております。また、ヘルプラインの連絡
先を記した常時携帯可能なコンプライアンス・カードを制作して全従業員に
配布し、不正の報告だけでなく、業務上で気づいたことをいつでも連絡でき
る体制を整えております。

④監査の役割
　内部監査部門は、主要な会議に出席して計画の遂行状況を確認するととも
に、内部監査ヒアリングにより課題の抽出を図り、その結果を代表取締役社
長及び経営会議にて報告し是正を推進しております。
　事業年度末においては、監査等委員会による内部統制の整備・運用状況の
評価結果による重大な是正事項は存在しないことを確認しております。

７．剰余金の配当等の決定に関する方針
　剰余金の配当につきましては、経営基本方針のもと、株主資本の充実と長期
的な収益力の維持・向上、業績に裏付けられた安定的な配当の継続を原則とし
ております。
　なお、内部留保資金は、事業の拡大や、今後予想される技術革新への対応並
びに競争力強化のための設備投資に充てることにより、継続的な業績の向上、
財務体質の強化を図ってまいります。
　これらの方針に基づき、当事業年度の期末配当金につきましては、１株につ
き10円とさせていただく予定です。

８．会社の支配に関する基本方針
　企業価値を向上させることが敵対的買収防衛の最善策と認識し、株主の皆様
及び株式市場に対しての当社事業活動及び経営方針の理解を一層深めてまいり
ます。
　なお、具体的な敵対的買収防衛策については、現状を鑑みて、現時点では導
入しておりません。
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連結貸借対照表
（2021年３月31日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受取手形及び売掛金
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原材料及び貯蔵品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
土 地
リ ー ス 資 産
そ の 他

無 形 固 定 資 産
投資その他の資産

投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

5,706,711
2,903,133
1,706,354

185,998
333,424
326,945
161,629
90,659

△1,434
4,634,698
3,707,919
1,283,845
1,385,798

864,643
10,795

162,836
86,258

840,520
388,268
318,635
134,056

△440

流 動 負 債 2,898,926
支払手形及び買掛金 437,230
電 子 記 録 債 務 782,716
一 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 1,099,560
リ ー ス 債 務 6,571
未 払 法 人 税 等 28,796
災 害 損 失 引 当 金 19,316
そ の 他 524,736

固 定 負 債 3,011,659
長 期 借 入 金 1,992,080
リ ー ス 債 務 5,323
役員株式給付引当金 5,670
退職給付に係る負債 946,949
そ の 他 61,636

負 債 合 計 5,910,585
純 資 産 の 部

株 主 資 本 4,371,506
資 本 金 516,870
資 本 剰 余 金 465,112
利 益 剰 余 金 3,444,326
自 己 株 式 △54,801

その他の包括利益累計額 59,317
その他有価証券評価差額金 63,909
為 替 換 算 調 整 勘 定 7,397
退職給付に係る調整累計額 △11,989

純 資 産 合 計 4,430,824
資 産 合 計 10,341,409 負 債 純 資 産 合 計 10,341,409

（注）　記載の金額の千円未満は切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

(2020年 4 月 1 日から
2021年 3 月31日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 6,487,864
売 上 原 価 5,232,988

売 上 総 利 益 1,254,875
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,347,521

営 業 損 失 ( △ ） △92,645
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 6,985
補 助 金 収 入 100,257
雑 収 入 18,575 125,819

営 業 外 費 用
支 払 利 息 10,734
雑 支 出 4,174 14,909
経 常 利 益 18,263

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 165,235
受 取 保 険 金 21,979 187,215

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 153
固 定 資 産 除 却 損 2,973
減 損 損 失 10,885
投 資 有 価 証 券 売 却 損 27
投 資 有 価 証 券 償 還 損 10,335
関 係 会 社 株 式 評 価 損 2,500
災 害 に よ る 損 失 23,838 50,714

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 154,764
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 58,059
法 人 税 等 調 整 額 △17,078 40,981
当 期 純 利 益 113,783
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 113,783

（注）　記載の金額の千円未満は切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(2020年 4 月 1 日から
2021年 3 月31日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 516,870 465,112 3,421,851 △52,944 4,350,889
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △91,308 △91,308
親会社株主に帰属する当期
純 利 益 113,783 113,783

自 己 株 式 の 取 得 △16,388 △16,388
自 己 株 式 の 処 分 14,531 14,531

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計  －  － 22,474 △1,857 20,617

当 期 末 残 高 516,870 465,112 3,444,326 △54,801 4,371,506

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純 資 産 合 計その他有価証

券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付 に 係
る 調 整 累 計 額

そ の 他 の 包 括
利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 85,910 19,356 － 105,266 4,456,155

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △91,308
親会社株主に帰属する当期
純 利 益 113,783

自 己 株 式 の 取 得 △16,388

自 己 株 式 の 処 分 14,531

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) △22,001 △11,958 △11,989 △45,949 △45,949

連結会計年度中の変動額合計 △22,001 △11,958 △11,989 △45,949 △25,331

当 期 末 残 高 63,909 7,397 △11,989 59,317 4,430,824

 （注）記載の金額の千円未満は切り捨てて表示しております。

－ 26 －

連結株主資本等変動計算書



2021/05/27 10:06:07 / 20699961_株式会社朝日ラバー_招集通知（Ｆ）

貸　借　対　照　表
（2021年3月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 及 び 運 搬 具
工 具 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
保 険 積 立 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

5,162,809
2,554,635

94,842
1,550,224

185,998
265,577
300,020
104,549
33,215
75,344

△1,600
4,566,176
3,433,680
1,129,140

132,295
1,160,901

6,336
129,567
864,643
10,795
73,239
67,864
5,375

1,059,255
388,078
227,817

3,913
314,376
103,637
21,872
△440

流 動 負 債 2,822,945
支 払 手 形 83,494
電 子 記 録 債 務 782,716
買 掛 金 352,365
一年内返済予定の長期借入金 1,099,560
リ ー ス 債 務 6,571
未 払 金 217,001
未 払 費 用 174,568
未 払 法 人 税 等 26,831
預 り 金 10,554
設 備 関 係 支 払 手 形 18,101
設備関係電子記録債務 30,266
災 害 損 失 引 当 金 19,316
そ の 他 1,597

固 定 負 債 2,932,123
長 期 借 入 金 1,992,080
リ ー ス 債 務 5,323
退 職 給 付 引 当 金 867,413
役員株式給付引当金 5,670
そ の 他 61,636

負 債 合 計 5,755,069
純 資 産 の 部

株 主 資 本 3,910,089
資 本 金 516,870
資 本 剰 余 金 465,112

資 本 準 備 金 457,970
そ の 他 資 本 剰 余 金 7,142

利 益 剰 余 金 2,982,908
利 益 準 備 金 36,200
そ の 他 利 益 剰 余 金 2,946,708

別 途 積 立 金 800,000
繰 越 利 益 剰 余 金 2,146,708

自 己 株 式 △54,801
評 価 ・ 換 算 差 額 等 63,826

その他有価証券評価差額金 63,826
純 資 産 合 計 3,973,915

資 産 合 計 9,728,985 負 債 純 資 産 合 計 9,728,985
（注）　記載の金額の千円未満は切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

（2020年 4 月 1 日から
2021年 3 月31日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 6,050,763
売 上 原 価 4,937,508

売 上 総 利 益 1,113,254
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,167,123

営 業 損 失 （ △ ） △53,869
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 45,721
補 助 金 収 入 89,727
雑 収 入 16,100 151,550

営 業 外 費 用
支 払 利 息 10,200
雑 支 出 4,155 14,355
経 常 利 益 83,325

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 165,235
受 取 保 険 金 21,979 187,215

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 153
固 定 資 産 除 却 損 2,973
減 損 損 失 10,885
投 資 有 価 証 券 売 却 損 27
投 資 有 価 証 券 償 還 損 10,335
関 係 会 社 株 式 評 価 損 2,500
災 害 に よ る 損 失 23,838 50,714

税 引 前 当 期 純 利 益 219,827
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 53,092
法 人 税 等 調 整 額 △8,139 44,952
当 期 純 利 益 174,874

（注）　記載の金額の千円未満は切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（2020年 4 月 1 日から
2021年 3 月31日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金
合　　　計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計別 途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 516,870 457,970 7,142 465,112 36,200 800,000 2,063,143 2,899,343
事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △91,308 △91,308
当 期 純 利 益 174,874 174,874
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分
株主資本以外の項目の事業
年 度 中 の 変 動 額(純 額)

事業年度中の変動額合計 － － － － － － 83,565 83,565
当 期 末 残 高 516,870 457,970 7,142 465,112 36,200 800,000 2,146,708 2,982,908

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

評価・換算差額等
純 資 産 合 計

その他有価証券評価差額金
当 期 首 残 高 △52,944 3,828,381 85,872 3,914,253
事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △91,308 △91,308
当 期 純 利 益 174,874 174,874
自 己 株 式 の 取 得 △16,388 △16,388 △16,388
自 己 株 式 の 処 分 14,531 14,531 14,531
株主資本以外の項目の事業
年 度 中 の 変 動 額(純 額) △22,046 △22,046

事業年度中の変動額合計 △1,857 81,708 △22,046 59,662
当 期 末 残 高 △54,801 3,910,089 63,826 3,973,915

 （注）記載の金額の千円未満は切り捨てて表示しております。

－ 29 －

株主資本等変動計算書



2021/05/27 10:06:07 / 20699961_株式会社朝日ラバー_招集通知（Ｆ）

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2021年５月19日

株式会社 朝日ラバー
取締役会　御中

東陽監査法人
　東京事務所

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 安 達 則 嗣 ㊞
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 桐 山 武 志 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社朝日ラバーの2020年４月１日から2021
年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社朝日ラバー及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。
連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。

－ 30 －
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　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

　以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2021年５月19日

株式会社 朝日ラバー
取締役会　御中

東陽監査法人
　東京事務所

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 安 達 則 嗣 ㊞
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 桐 山 武 志 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社朝日ラバーの2020年４月１日か
ら2021年３月31日までの第51期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。

－ 32 －
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　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2020年４月１日から2021年３月31日までの第51期事業年度の取締役の職務の執行につい
て監査いたしました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第３９９条の１３第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並
びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び
運用の状況について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を
実施いたしました。
　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門と連携の上、重要な会議に出席
し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁
書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社につい
ては、子会社の取締役及び監査役等と情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か
ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備
している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
　なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計
算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませ

ん。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム

に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
内部統制システムとその運用については、継続して整備、充実することが重要であると考えております。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年５月21日

株式会社朝日ラバー　監査等委員会
監 査 等 委 員 髙 木 　 和 久 ㊞
監 査 等 委 員（ 社 外 取 締 役 ） 馬 場 　 正 治 ㊞
監 査 等 委 員（ 社 外 取 締 役 ） 筑 紫 　 勝 麿 ㊞

以　上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案　剰余金処分の件
　当社は、株主資本の充実と長期的な収益力の維持・向上、業績に裏付けら
れた利益配当の継続を原則としております。
　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

　期末配当に関する事項
①　配当財産の種類

　金銭といたします。
②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき金10円といたしたいと存じます。
　なお、この場合の配当総額は45,654,440円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日
　2021年６月24日といたしたいと存じます。

－ 35 －
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第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全
員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者
について適任であると判断しており、特段の意見はありません。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

ふ り が な
氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

１
よこやま　しげよし
横 山 林 吉
(1952年12月29日)

1976年 ３ 月 有限会社朝日ラバー入社

133,260株

1976年 ６ 月 当社入社
1987年 ４ 月 当社技術部長
1989年10月 当社福島工場長
1992年 ４ 月 当社取締役営業部長就任
1994年 ３ 月 株式会社ファインラバー研究

所（現株式会社朝日ＦＲ研究
所）代表取締役就任

1995年 ６ 月 当社常務取締役就任
1996年 ３ 月 当社専務取締役就任
1999年 ４ 月 当社専務取締役営業本部長
2002年 ６ 月 当社取締役副社長就任
2003年 ６ 月 当社代表取締役社長就任
2012年 ５ 月 株式会社朝日ＦＲ研究所取締

役就任（現在に至る）
2013年 ６ 月 当社取締役会長就任（現在に至

る）

－ 36 －
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候補者
番 号

ふ り が な
氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

２
わたなべ　よういちろう
渡　邉　陽一郎
( 1 9 6 7 年 1 月 5 日 )

1989年 ４ 月 当社入社

37,202株

1997年 ５ 月 株式会社ファインラバー研究
所へ転籍

2000年10月 株式会社朝日ラバーへ転籍
2001年 ４ 月 当社技術部次長
2002年 ４ 月 当社高機能製品事業部長
2004年 ６ 月 株式会社ファインラバー研究

所（現株式会社朝日ＦＲ研究
所）取締役就任

2009年 ４ 月 当社事業本部営業統括グルー
プ長

2010年 ４ 月 当社営業統括部長
2010年 ６ 月 当社取締役営業統括部長就任
2011年 ４ 月 当社取締役海外営業担当
2012年 １ 月 朝日科技（上海）有限公司董事

長就任
2012年 ４ 月 当社取締役営業担当
2013年 １ 月 朝日橡膠（香港）有限公司董事

長就任
2013年 １ 月 朝日科技（上海）有限公司執行

董事就任
2015

2020

年

年

３

６

月

月

当社代表取締役社長就任（現在
に至る）
株式会社朝日ＦＲ研究所代表
取締役社長就任（現在に至る）

－ 37 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任
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候補者
番 号

ふ り が な
氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

３
た さ き 　 ま す つ ぐ
田 崎 益 次
(1963年８月11日)

1986年 ４ 月 当社入社

17,839株

2002年 ４ 月 当社アサカラー・オプティカル
事業部技術グループ長

2009年 ４ 月 当社開発本部開発グループ長
2010年 ４ 月 当社技術統括部技術グループ

長
2011年10月 当社技術統括部統括代理兼技

術グループ長
2012年 ４ 月 当社技術統括部長
2013年 ４ 月 当社技術本部長
2014年 ４ 月 当社白河工場長
2015年 ８ 月 当社管理副本部長
2016年 ４ 月 当社管理本部長
2016
2017

2018

2020

年
年

年

年

６
６

４

４

月
月

月

月

当社取締役管理本部長就任
当社取締役品質保証担当管理
本部長
当社取締役管理本部長兼品質
保証部長
当社取締役管理・光学開発担当
（現在に至る）

－ 38 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任
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候補者
番 号

ふ り が な
氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

４
た き た 　 み つ る
滝 田 　 充
(1964年１月11日)

1987年 ５ 月 当社入社

6,439株

2002年 ４ 月 当社アサカラー・オプティカル
事業部営業グループ長

2009年 ４ 月 当社開発本部開発グループ長
2010年 ９ 月 当社営業統括部統括代理兼開

発営業グループ長
2011年 ４ 月 当社営業統括部長
2013年 ４ 月 当社営業本部長
2015年 ３ 月 朝日橡膠（香港）有限公司董事

長就任（現在に至る）
2015年 ３ 月 朝日科技（上海）有限公司執行

董事就任（現在に至る）
2015年 ６ 月 当社取締役営業本部長就任
2016年 ４ 月 当社取締役営業本部長兼営業

本部開発営業グループ長
2017
2020

年
年

４
４

月
月

当社取締役営業本部長
当社取締役営業・事業担当（現
在に至る）

（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契

約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約により被保険
者が不当労働行為を理由に損害賠償請求を受けた場合の損害や代表訴
訟敗訴時の損害などが填補されることとなります。候補者は、当該保
険契約の被保険者に含められることとなります。また、2021年７月
１日の次回更新時には同内容での更新を予定しております。

以　上

－ 39 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任
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第51回　定時株主総会会場ご案内図

パレスホテル大宮　４階　ローズルーム
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目７番地５

交通 ＪＲ大宮駅西口より、徒歩約３分

【ご案内】株主懇親会中止のお知らせ
●毎年開催しておりました株主懇親会は、新型コロナウイルスの感染拡

大を防ぐため、本年は中止とさせていただきます。株主の皆様には、
ご理解を賜りますようお願い申しあげます。

ご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。

至
高
崎
・
宇
都
宮

至
東
京大宮駅

西口
大栄橋

そごう

八十二銀行

ＪＡＣＫ
大宮

埼玉
りそな
銀行

至上尾 至東京
Ｒ１７

丸井・
ダイエー アルシェ

パレスホテル大宮
（ソニックシティ）

（お願い）
駐車場の設備がございませんので、公共交通
機関をご利用くださいますようお願いいたし
ます。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

地図


